
議案第15号

守口市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案

守口市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。

平成30年２月22日提出

守口市長 西 端 勝 樹

記



守口市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

守口市地区コミュニティセンター条例の一部を改正する条例（平成29年守口市条例第16号）の一部を次のように改正する。

第４条の表中別表第２の改正規定を次のように改める。

改 正 前 改 正 後

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係）

区分 利用料

30 分につき

中部エリアコミュニティ

センター

略

区分 利用料

30 分につき

中部エリアコミュニティ

センター

略

東部エリアコミュニティ

センター
会議室１ 90

会議室２ 30

会議室３ 70

セミナー交流室

１

20

セミナー交流室

２

40

創作室 50

調理作業室１ 60

調理作業室２ 60

和室 40

親子交流室 50

スタジオ 20



略

庭窪コミュニティセン

ター

略

庭窪コミュニティセン

ター分室

和室 100

会議室 100

多目的ホール 240

東部コミュニティセン

ター

和室 70

会議室 60

料理実習室 150

老人憩い室 60

講義室 110

創作室 110

体育室半面 190

体育室全面 380

略

多目的ホール１

／３面

160

多目的ホール１

／２面

240

多目的ホール全

面

490

東体育室半面 190

東体育室全面 380

略

庭窪コミュニティセン

ター

略

略



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

備考 略 備考 略

錦コミュニティセンター 略

東コミュニティセンター 和室 100

会議室１ 100

会議室２ 100

講義室 210

体育室半面 190

体育室全面 380

略

錦コミュニティセンター 略

略


